
23501 -23600 第23 2年超遡及適用の事務手続

23501 -2351 0 2年超遡及適用の事務手続

|23501 (1)概要|

イ 給与明細、賃金台帳又は所得税源泉徴収票(以下「給与明細等の確認書類」とい

う。)に基づき、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前に、

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第84号) (以下「徴収法」

という。)第32条第l項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその

者に支払われた賃金から控除されていた(雇用保険料が給与から天引きされていた)

ことが明らかである時期がある場合には、給与明細等の確認書類により雇用保険料

の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日より前の期間は被保険者

期間に算入されず(法第 14条第2項第2号)、基本手当の所定給付日数を決定するた

めの算定基礎期間等にも算入されない(法第22条第5項)ので、この場合、給与明

細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最

も古い日(当該日を確認できないときは、給与明細等の確認書類により雇用保険料

の天引きがあったことを確認できる最も古い月の初日)を、(実際の就職日と異な

る場合であっても、)その者の被保険者資格の取得日とみなす(貝l第33条第 1項、

第2項)0 

ただし、被保険者資格の取得日とみなそうとする日が当該者の直前の被保険者で

なくなった日よりも前にあるときは、当該直前の被保険者でなくなった日(離職日

の翌日)をその者の被保険者資格の取得日とみなす(則第33条第3項)。

口 被保険者資格の確認が行われた日の2年前の日よりも前の期間について、被保険

者でなくなったことの確認を行う場合には、給与明細等の確認書類により雇用保険

料の天引きがあったことが確認できる時期の直近の日(当該日を確認できないとき

は、給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる底

近の月の末日)を、(実際の離職日と異なる場合であっても、)離職日とみなす(則

第33条第4項、第5項)0 

ただし、離職日とみなそうとする日が当該者の直後の被保険者となった日以降に

あるときは、当該直後の被保険者となった日の前日をその者の離職日とみなす(則

第33条第6項)。

ハ 同ーの事業主による雇用保険料の天引きがあったことが確認できる給与明細等の

確認書類が複数ある場合には、その最も古い書類と直近の書類から雇用保険料の天

引きがあったととを確認することにより、その問の被保険者資格は継続しているも

のとみなして取り扱う。

エ 雇用保険料の天引きがあったことの確認を行うことによる遡及確認は、失業等給

付の基礎となる被保険者であった期間を確定するために行われるものである。この

ため、次のとおり、算定基礎期間等(教育訓練給付における支給要件期間、雇用継

続給付における被保険者であった期聞を含む。)の対象とならない期間については

遡及確認を行わない。

(イ) 遡及確認が行われる日において確認されている被保険者であった期間に係る被

保険者となった目前I年の期間内に遡及確認により確認されることが見込まれる
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被保険者でなくなった日がないときは、当該遡及確認は行わない。

(ロ) 遡及確認が行われる日において基本手当又は特例一時金め支給を受けたことが

ある者については、これらの給付の受給資格文は法第39条第2項に規定する特例

受給資格に係る離職の日以前の遡及確認は行わない。但し、遡及確認が行われる

ことにより、支給を受けた給付の内容が変更すること(所定給付日数の変更等)

が見込まれる場合はこの限りでない。

ホ 雇用保険料の天引きがあったことの確認を行うことによる遡及適用により支給を

受けた給付内容が変更することが見込まれる場合については、①支給を受けた給付

内容について変更する必要があったことが支給終丁目(期間満了により支給が終了

した日を含む。)の翌日から 2年を経過後に判明した場合は、消滅時効が成立して

いるものであること、②所定給付日数については、実際に受給できる給付日数は、

受給期間内の範囲となること、③申請期限が法令で定められているものについては、

当該申請期限内に申請することが必要となり、雇用保険の天引きがあったことの確

認を行うことによる遡及適用は申請期限徒過のやむを得ない事由には該当しないも

のであることについて留意すること。

へ なお、確認を行う日の2年前の日を跨ぐ期間について確認を行う場合には、確認

を行う日の 2年前の日よりも前の期間については給与明細等の確認書類により雇用

保険料の天引きがあったことを確認することにより、確認を行う日の2年前の日以

降の期間については雇用契約書、労働者名簿、賃金台帳等の確認書類により被保険

者となったこと(被保険者でなくなったこと)を確認することにより被保険者資格

の確認を行う。

23511 -23520 2 事業主による届出

l23511 (1)資格取得届の受理|

被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の期間について被保険者であっ

た期聞を確認するためには、給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあっ

たことを確認することが必要である。

このため、事業主が被保険者資格の確認を行う 2年前の日よりも前の日を取得日と

する被保険者資格取得届を提出する場合には、給与明細等の確認書類を添えて提出し

なければならず(則第6条第6項、第33条の2各号)、これら確認書類を添えて提出し

ない場合には、改めて給与明細等の確認書類を添えて提出するよう、事業主に教示し、

理解を得るよう努める。

なお、確認を行う日の2年前の日よりも前の期間の被保険者資格が確認されること

による失業等給付の内容の変更が、必ずしも被保険者にとって有利になるとは限らな

い場合もあるので、事業主に十分に理解させた上で届出を行わせる必要がある o

|23512 (2)被保険者資格の取得の確認要領|

イ 被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の期間について被保険者であ

った期聞を確認する場合には、次に留意する。

(イ) 事業主から、届出に係る者について、雇用保険料の天引きの事実の有無、天引
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きを行うこととなった最も古い日(通常は就職日が想定される。)を聴取し、そ

の陳述に基づき作成した聴取書を作成し、事業主に読み聞かせた上、署名文は記

名押印させる(聴取書は、事業主による疎明書に代えることもできる。)。

なお、雇用保険料の天引きの事実の有無に関する聴取に当たっては、給与明細

等の確認書類に、例えば、控除額として「社会保険料等」と表記されているなど

控除額に雇用保険料が含まれているかどうか不明確な場合には、当該確認書類に

記載された控除額に雇用保険料が含まれているかどうかまで聴取すること。

聴取書の様式例は次頁のとおりである。
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被保険者に係る確認を行う日の2年前の日よりも前の期間に係る

雇用保険の被保険者となったこと(及び被保険者でなくなったこと)の届出に関する聴取書

届出に係る者|氏 引

生円叶 年月 日|性別|

届出に係る者の雇用保険料|天引きを行うこととなった最も古い日| 年 月 日

の天引きに関する事実|天引きを 行った直近の日| 年 月 日

提出する給与明細等の l

確認書類について

上記のとおり聴取した。

平成年月 日

聴取者官職氏名

上記の聴取書を読み聞かせられたところ、私の陳述の趣旨と相違ない。

平成年月日

注意

事業主住 所

名称

代表者氏名

電話 番 号

@ 

@ 

l 在職者に係る届出の場合には、 r(及び被保険者でなくなったこと)Jの文字を抹

消すること。

2 天引きを行うこととなった最も古い日」欄には、届出に係る者について、雇用

保険料を天引きすることとなった最も古い日を記載すること(通常は就職日が想

定される。)。

3 天引きを行った直近の日」欄には、届出に係る者について、雇用保険料を天引

きした直近の日を記載すること(在職者に係る届出の場合には記載する必要はな

い。離職者に係る届出の場合には通常は離職日が想定される。)。

4 提出する給与明細等の確認書類について」欄には、事業主が提出する、雇用保

険料の天引きがあったことが確認できる給与明細等の確認書類の名称(r給与明

細」等)、当該書類の雇用保険料の天引きがあったことを確認できる該当箇所(r社

会保険料等欄」等)、雇用保険料の天引きの事実の有無を記載すること o

(例)

届出に係る者について、提出した給与明細の「雇用保険料」欄に記載された

額のとおり、雇用保険料の天引きを行っている。

提出した源泉徴収票の「社会保険料等の金額J欄に記載された額には、雇用

保険料が含まれており、届出に係る者について、当該欄のとおり、雇用保険料

の天引きを行っている。
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(ロ) 雇用保険料の天引きがあったことを確認できる書類(給与明細等の確認書類)

に基づき、事業主から聴取したとおり、雇用保険料の天引きがあったかどうかを

確認する。この場合、雇用保険料の天引きの有無だけを確認すれば足り、雇用保

険料が天引きされていた当時に、資格取得届を提出すべき者であったかどうか(当

時の適用基準を満たしていたか否か)まで確認する必要はない。

なお、給与明細等の確認書類が複数ある場合には、雇用保険料の天引きがあっ

たことが確認できる最も古い書類により確認する。

(ハ) 事業主から聴取した、届出に係る者について雇用保険料の天引きを行うことと

なった最も古い日が、給与明細等の確認書類から確認できる期間内にあるときは、

原則として、その日を「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い

日」とする。

(ニ) 事業主から聴取した、届出に係る者について雇用保険料の天引きを行うことと

なった最も古い日が、給与明細等の確認書類から確認できる期間よりも前にある

ときや、当該年月日が明確でない場合には、次による。

a 給与明細

給与明細により給与支払対象月の賃金計算期間が明らかである場合には、当

該賃金計算期間の初日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も

古い日」となる。給与支払対象月の賃金計算期間が明らかでない場合には、当

該給与支払対象月が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い

月」となる。

(例)

給与明細が「平成3年10月分(賃金締切泊。毎月 25日、 9月26日-10月25日分)J 

である場合、「平成3年9月26日j が「雇用保険料の天引きがあったことが確認でき

る最も古い日」となる。当該給与明細に係る賃金計算期間 (9月26日-10月25日)

が確認できない場合は、「平成3年10月j が「雇用保険料の天引きがあったことが

確認できる最も古い月 Jとなりその初日である「平成3年10月l日j が「雇用保険

料の天引きがあったことが確認できる最も古い日 Jとなる。

b 賃金台帳

賃金台帳により給与支払対象月の賃金計算期間が明らかである場合には、当

該賃金計算期間の初日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も

古い日 J となる。給与支払対象月の賃金計算期間が明らかでない場合には、当

該給与支払対象月が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い

月」となる。

c 所得税源泉徴収票
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源泉徴収票の対象となっている年の途中に就職している場合には、源泉徴収

票にその年月日が記載されているため、当該年月日が「雇用保険料の天引きが

あったことが確認できる最も古い日」となる。確認の対象となる最も古い源泉

徴収票に就職年月日が記載されていない場合には、源泉徴収票の対象となって

いる年の 1月(暦月の 1月)が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる

最も古い月」となる。

(例)

源泉徴収票が「平成3年分 j である場合、中途就職概に「平成3年3月3日Jと記

載されている場合には当該日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる

最も古い日 Jとなる。中途就職欄に記載がない場合には「平成3年1月Jが「雇用

保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い月 j となりその初日である「平

成3年l月l日j が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い日 Jと

なる。

与明細等

の確認書類の信想性を判断するための参考資料であることに留意する。

(ホ) 被保険者資格の取得の日の取扱いは、 23501のイによるので、資格取得届8欄(資

格取得年月日)の記載に留意する。

(へ) 雇用保険料の天引きがあったことの確認を行うことにより被保険者であった期

聞の確認を行った者については、資格取得屈を提出すべき者であったかどうか(当

時の適用基準を満たしていたか否か)まで確認する必要はないため、 15欄(契約

期間の定め)、 16欄(J週間の所定労働時間)は空欄のままでも差し支えない。

なお、 13欄は r1 J (一般)とする。

ロ

ハ 事業主に対しては、他に2年前の日よりも前の期間について資格取得届が漏れて

いる労働者がいないかどうか確認させ、すべての労働者について適正な届出を行う

よう厳正に指導を行う。なお、 23511のなお書きに留意する。

ニ 事業主からは、すべての労働者について適正な届出を行わせた上で、当該事業所

における労働保険関係について聴取し、労働保険に係る手続が一切行われていなか
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った場合には、速やかに、労働局の労働保険適用徴収部門に通報する。

なお、労働保険に係る手続の一部のみが行われているのではないかと疑われる場

合には、事業主から聴取した当該事業所における労働保険関係の状況について、労

働局の労働保険適用徴収部門に照会する。

事業主からの聴取文は労働局の労働保険適用徴収部門からの回答の結果、当該事

業主が、必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合には、保険料の徴収時

効である 2年経過後においても、保険料(特例納付保険料)が納付できることとさ

れており、厚生労働大臣(安定所)は、当該事業主に対して、保倹料の納付勧奨を

行わなければならないこととされている(徴収法第26条)。その取扱いについては、

25001-26000参照。

ホ，雇用保険料の天引きがあったことの確認を行うことにより被保険者であった期間

の確認を行った事業所については、その処理過程を適用事業所台帳に備忘入力して

おき、その後の被保険者資格取得・喪失を行う際にその他の労働者についても適E

な届出が行われているか事業主に確認するなど、その後の届出が適正に行われるよ

う留意する。

なお、事業が廃止されてから資格取得屈の提出があった場合には、以降、当該事

業所について雇用保険料の天引きがあったことの確認を行うことによる被保険者で

あった期間の確認が繰り返されることがないよう、他に遡及適用の対象となる労働

者がいないかどうか厳重に確認するととも広、その確認内容や処理過程を記録して

おくこと。その後、当該事業所において遡及確認を行おうとする者が現れた場合に

は、当該者の雇用保険料の天引きがあったことの確認において、過圭の当該事業所

における確認内容や処理過程とも照合するなど、不正受給を防止する観束、から、特

に慎重に取り扱う。

|23513 (3) 被保険者資格の喪失の確認要領|

イ 被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の日を取得日とする資格取得

届に係る者が既に被保険者でなくなっている場合には、事業主は、資格取得届とあ

わせて資格喪失届を提出する必要がある。

口 被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の日を取得日とする資格取得

届とあわせて提出される、被保険者資格の確認を行う日の 2年前の日よりも前の日

を離職日とする資格喪失届について、被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よ

りも前の期間について確認する場合には、次に留意する。

(イ) 事業主から、届出に係る者について、天引きを行った直近の日(通常は離職 H

が想定される。)を聴取し、その陳述に基づき作成した聴取書を作成し、事業主

に読み聞かせた上、署名又は記名押印させる(聴取書は、事業主による疎明書に

代えることもできる。)。

なお、雇用保険料の天引きの事実の有無に関する聴取に当たっては、給与明細

等の確認書類に、例えば、控除額として「社会保険料等」と表記されているなど

控除額に雇用保険料が含まれているかどうか不明確な場合には、当該確認書類に

記載された控除額に雇用保険料が含まれているかどうかまで聴取すること。
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聴取書の様式例は23512のイの(イ)参照 o

(ロ) 雇用保険料の天引きがあったことを確認できる書類(給与明細等の確認書類)

に基づき、事業主から聴取したとおり、雇用保険料の天引きがあったかどうか確

認する。この場合、雇用保険料の天引きの有無だけを確認すれば足り、雇用保険

料が天引きされていた当時に、資格喪失屈を提出すべき者であったかどうか(当

時の適用基準を満たしていたか否か)まで確認する必要はない。

なお、確認書類が複数ある場合には、雇用保険料の天引きがあったことが確認

できる直近の書類により確認する。

(ハ) 事業主から聴取 Lた、届出に係る者について雇用保険料の天引きを行った直近

の日が、給与明細等の確認書類から確認できる期間内にあるときは、原則として、

その日を「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の日」とする。

(ニ) 事業主から聴取した、届出に係る者について雇用保険料の天引きを行った直近

の日が、給与明細等の確認書類から確認できる期間よりも後にあるときや、当該

年月日が明確でない場合には、次による。

a 給与明細

給与明細により給与支払対象月の賃金計算期間が明らかである場合には、当

該賃金計算期間の末日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近

の日」となる。給与支払対象月の賃金計算期聞が明らかでない場合には、当該

給与支払対象月が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる霞近の月 J

となる。

(例)

給与明細が「平成3年10月分(賃金締切日 毎月 25日、 9月26日-10月25日分)J 

である場合、「平成3年10月25日Jが「雇用保険料の天引きがあったことが確認で

きる直近の日 Jとなる。当該給与明細に係る賃金計算期間 (9月26日-10月25日)

が確認できない場合は、「平成3年10月Jが「雇用保険料の天引きがあったことが

確認できる直近の月 j となりその末日である「平成3年10月31日Jが「雇用保険料

の天引きがあったことが確認できる直近の日 Jとなる。

b 賃金台帳

賃金台帳により給与支払対象月の賃金計算期間が明らかである場合には、当

該賃金計算期間の末日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近

の日」となる。給与支払対象月の賃金計算期間が明らかでない場合には、当該

給与支払対象月が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の月」

となる。

C 所得税源泉徴収票
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源泉徴収票の対象となっている年の途中に離職している場合には、源泉徴収

票にその年月日(退職年月日)が記載されているため、当該年月日が「雇用保

険料の天引きがあったことが確認できる直近の日」となる。確認の対象となる

直近の源泉徴収票に退職年月日が記載されていない場合には、源泉徴収票の対

象となっている年の 12月(暦月の 12月)が「雇用保険料の天引きがあったこと

が確認できる置近の月」となる。

(例)

源泉徴収票が「平成3年分Jである場合、中途退職欄に「平成3年10}l3SJ 左記

載されている場合には当該日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる

直近の日 Jとなる。中途退職欄に記載がない場合には「平成3年 12月Jが「雇用保

険料の天引きがあったことが確認できる直近の月 Jとなりその末日である「平成3

年12月31日」が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の日」とな

る。

(ホ) 離職日の取扱いは、 23501のロによるので、資格喪失届4欄(離職年月日)の記

裁に留意する。

(へ) 被保険者資格を確認する日の2年前の日よりも前の日を離職日とする資格喪失

届については、離職日とみなす日 (23501のロ参照)までの聞に被保険者資格を

喪失していた者でないか及び離職日において短時間労働者 (20901)である被保

険者であった者ではないかについて確認する必要はないため、 12欄(1週間の所

定労働時間)は空欄のままでも差し支えない。

(ト) 特例納付保険料に係る取扱いについては、 25001-26000参照。

l23514 (4) 確認通知後の事務処理|

イ 確認された被保険者資格の取得の日よりも前の期間について、当該被保険者が雇

用される事業主の給与明細等の確認書類に基づき雇用保険料の天引きがあったこと

が確認できる場合には、当該確認書類に基づき雇用保険料の天引きがあったことが

確認できる最も古い日以降について、被保険者となるべきものとして取り扱うこと

ができる。

ロ この場合の確認要領は、次による。

(イ) 雇用保i険料の天引きがあったことの確認を行う日の2年前の日以降の期間にお

ける確認については、 20705に準ずる。

(ロ) 雇用保険料の天引きがあったことの確認を行う日の2年前の日よりも前の期間

における確認については、 23512に準ずる。

(ハ) このため、給与明細等の確認書類に基づき雇用保険料の天引きがあったことが
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確認できる最も古い日以降について、被保険者となるべきものとして取り扱うた

めには、当初確認された資格取得日(当初確認された資格取得日が雇用保険料の

天引きがあったことの確認を行う日の2年前の日以降である場合には雇用保険料

の天引きがあったことの確認を行う日の2年前の日)の前日において、雇用保険

料の天引きがあったことを確認する必要がある (23501のハ、へ参照。)。

① 

② 

{汁により確認

{吟により櫨認

「一人ー「

{イ}によ η磁認

(ゆに御菅

〈サに fo7.Q:

ハ なお、 23511のなお書きに留意する。

23521-23530 3 確認請求

|23521 (1)概要|

2年

2年

庖 m保 険料 の天 引き が

あったこ左の確認を行う日

居間保険料の叉引きが

あったことの儲Uを行ヲ日

被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の期間における被保険者であっ

た期間の確認の請求の取扱いは、 23521-23530に規定する取扱いのほかは、原則とし

て、 20751-20800による o

なお、確認を行う日の2年前の日よりも前の期間の被保険者資格が確認されること

による失業等給付の内容の変更が、必ずしも被保険者にとって有利になるとは限らな

い場合もあるので、確認の請求を行おうとする者に十分に理解させた上で請求を行わ

せる必要がある。

|23522 (2)請求手続|

イ 確認の誇求を行おうとする者に対しては、請求に先立ち、被保険者であった期間

の確認により給付内容に変更が生じるが、必ずしも給付回数の増など給付額が増加

するとは限らない場合もあり得ることから、給付内容への影響について的確な説明

を行い、請求者の理解を得た上で確認の請求を行わせる。

また、請求者に、当該請求者を雇用していた事業主が必要な保険関係成立の届出
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を行っていなかった場合には、安定所が、当該事業主に対して、当該事業主が本来

納付すべきであった請求者に係る保険料について、納付勧奨を行うこととなる旨説

明し、理解を得る (25001-26000参照)。

ロ 確認の請求は、文書又は口頭のいずれかによって行う。

ハ 請求は、確認請求に係る被保険者資格の取得の日においてその者が雇用されてい

た事業所の所在地を管轄する安定所の長に対して行う。

なお、請求者が請求者の住所文は居所を管轄する安定所において確認の請求を行

いたい旨申し出た場合には、当該住居地管轄安定所において確認の請求を受理しで

も差し支えないが、その場合には、当該請求を事業所管轄安定所に回付するととも

に、請求者に対して、以後の事務取扱は、事業所管轄安定所において行うものであ

る旨教示する。

= 文書で請求しようとする者は、次の事項を記載した請求書を提出する。また、口

頭で請求しようとする者は、次の事項について安定所長に陳述しなければならない

(貝IJ第B条第5項、第7項)。

(イ) 請求者の氏名、住所及び生年月日

(ロ) 請求の趣旨 (20752のへ参照。)

(ハ) 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地

(ニ) 被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実、その事実のあっ

た年月日及びその原因

(ホ) 請求の理由 (20752のト参照。なお、確認を行う日の2年前の日よりも前の期間

について被保険者であった期間の確認を請求する場合には、雇用保険料の天引き

があったことについても、請求の趣旨の裏付けとなる事実となるため、その事実

関係について記載する必要がある。)

ホ 確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、そ

の被保険者証を提出しなければならない(則第B条第 10項)。

〈 確認を行う日の2年前の日よりも前の期間について被保険者であった期間を確認

するためには、給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確

認することが必要である。

このため、確認を行う日の2年前の日よりも前の期間における被保険者資格の確

認の請求を行う場合には、給与明細等の確認書類を提出しなければならない(則第

B条第5項、第7項)。

また、複数の事業所について確認請求を行う場合には、それぞれの事業所につい

て給与明細等の確認書類が必要である。

ト 請求書の様式例は、次頁のとおりである。
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雇用保険の被保険者となったこと(被保険者でなくなったこと)の確認請求(聴取)書

被保険 者番号 |※事業所番号|

事業所 の名称 |事業主の氏名|

事業所の所在地

請 求 の 趣 旨

E青 求 の 理 由

被保険者となったこと

(被保険者でなくなっ

たこと)の事実及びそ

の年月日

~iE 拠 の 有 無

※備 考

上記のとおり被保険者になったこと(被保険者でなくなったこと)の確認を請求します。

平成 年 月 日

住所

請求者

氏名 固

昭和 年 月

平成

公共職業安定所長 殿

-----ーー・・・ーーーーー値ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司"ー--------・--・ーーーー・企画・._----ーーーーー

上記のどおり確認の請求を聴取した。

平成 年 月 日

聴取者官職氏名 回
上記の聴取書を読み聞かせられたところ、抱の陳述の趣旨と相違ない。

平成 年 月 日

請求者氏名 固
注意

1 誇求者が被保険者となったことについて確認請求をするときは， f (被保険者で

なくなったこと)Jの文字を抹消すること。

2 「被保険者番号」欄には，既に被保険者証の交付を受けている場合のみ，その被

保険者証に記載されている被保険者番号を記載すること。

3 「請求の趣旨j， f請求の理由 J及び「被保険者となったこと(被保険者でなく

なっ た こ と ) の 事 実 及 び そ の年月日」の欄に記載しきれないときは別紙J と

記載し， ~rJ紙に記載してこの請求書に添付すること o

4 「証拠の有無」欄は，証拠のあるときは証拠有」と記載し，別紙として添付

すること。
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|23523 (3) 請求の受理及び確認要領|

イ 請求を行う日の2年前の日よりも前の期間について被保険者資格の確認を請求す

る者が給与明細等の確認書類を提出しない場合には、改めて給与明細等の確認書類

を提出するよう、請求者に教示し、理解を得るよう努める(則第B条第5項、第 10項)。

なお、請求者から、給与明細等の確認書類は提出できないものの、その他雇用関

係を確認できる書類(雇用契約書、雇入通知書等)の提出があり、かっ、確認請求

に係る事業所が現存している場合には、請求を受理しでも差し支えない。但し、確

認を行う日の2年前の日よりも前の期間について被保険者であった期間を確認する

ためには、あくまでも給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったこ

とを確認することが必要であることに留意する。

ロ 口頭による確認請求を受けた安定所長は、請求者の陳述に基づき聴取書を作成し、

請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない(則第B条第9

項)。この場合における聴取書の様式例は23522のトのとおりである。

ハ 確認を行うに当たっては、提出された証拠に基づくほか、必要ある場合は、その

者を雇用し、又は雇用していた事業主に報告させ、報告に応じないときは事業所に

立ち入って調査を行う。

= 確認書類(給与明細等の確認書類)に係る取扱いについては、 23512、23513を参

照。

なお、確認を行う日の2年前の日を跨ぐ期間について被保険者であった期間の確

認を行うに当たっては、確認を行う日の2年前の日以降の期間に係る確認について

は、 20705、21206に準ずる。

ホ 複数の事業所について確認を行う場合には、それぞれの事業所における給与明細

等の確認書類により、それぞれの事業所における被保険者であった期間の確認を行

うこととなる。
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